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平成２２年３月３日実施 

可搬型階段昇降機安全指導員講習【基礎講習】 

東京会場開催要綱 

 

 

１．目的 

  「可搬型階段昇降機」は、階段がバリアになって外出を妨げられている在宅

の被保険者にとって、デイサービス等介護サービスを受ける際はもちろんのこ

と、通院・散歩等の機会を確保し、さらには利用者の生活の質を高める福祉用

具として、また、介助者（操作者）にとっては腰痛予防効果のある福祉用具で

ある。ただし、操作を誤ると利用者を転落させる事故につながる可能性があり、

昇降操作には操作技術が要求されることから、介護保険制度では、『階段移動

用リフトの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程

を修了した旨の証明を受けていること』並びに『当該福祉用具の使用方法、使

用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に

当該福祉用具を使用させながら指導を行うこと』が、福祉用具専門相談員に義

務付けられたところである。 
以上により、可搬型階段昇降機安全指導員（以下、安全指導員という。）講

習は、家族等が「可搬型階段昇降機」を安全に取り扱えるようにするため、

標準化された操作方法を適切かつ安全に指導できる福祉用具専門相談員を養

成することを目的とする。 
本講習は可搬型階段昇降機安全指導員講習のうち基礎講習を行うものとす

る。【別紙１参照】 
 

２．主催 

   財団法人テクノエイド協会 

 

３．共催 

   可搬型階段昇降機安全推進連絡会 

 

４．講習内容 

可搬型階段昇降機安全指導員講習（基礎講習） 

可搬型階段昇降機を提供する上で必要な知識を学ぶ座学及び修了試験

（４時間） 
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講習カリキュラムは【別紙２】参照のこと。 

 

※ 基礎講習の際には、財団法人テクノエイド協会発行の「可搬型階段昇降機安全指

導員講習テキスト」を使用します。 

受講生は基礎講習実施日までに本テキストを所定の注文書でＦＡＸにて注文・購入

し、当日会場へ持参してください。 

 

５．受講条件  

   講習受講者の条件は特に設けないものとする。 

 

   ※ただし、安全指導員資格認定の際には本講習の修了以外の条件が課せられます。 

（詳しくは後述【可搬型階段昇降機安全指導員資格認定条件について】を参照） 

 

６．講習実施日時と会場 

■日時：平成２２年３月３日(水)10：00～16：05 

 

■会場：財団法人テクノエイド協会 

       東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ４階 

 

  ■募集定員：40 名（予定） 

 

７．申込方法 

（１）本講習の受講を希望される方は、以下の書類を申込締切日までに財団

法人テクノエイド協会へ郵送すること。 

     

● 受講申込書 

（当協会指定の様式のもの） 

    

  （２）申込先 

    〒162-0823 

    東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ４階 

    財団法人テクノエイド協会 普及部 

 

  （３）受講申込募集期間 

    平成２２年１月１３日（水）～平成２２年２月１９日（金）迄（必着） 

 

※  先着順でのご案内となるため、期限より前であっても募集定員に達し次

第締切となります。 
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（４）受講決定について 

     受講決定者には財団法人テクノエイド協会より受講決定通知書、受

講票および講習受講料払込用紙を送付いたしますので、受講料をお支

払いください。 

     受講票は当日会場へお持ち下さい。 

 

８．講習受講費用等 

    ●基礎講習受講料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000 円 

    （受講決定後お支払いください） 

   

     ●「可搬型階段昇降機安全指導員講習テキスト」代金・・・・1,200 円 

    （基礎講習時使用します。別紙テキスト購入申込書にて事前に購入して

ください。） 

 

   ※納入済の受講料・テキスト代金については、受講途中のキャンセル、基礎講習

修了試験不合格等の場合も返金いたしません。 

 

９．基礎講習修了証書の交付 

   基礎講習において全科目を履修し、基礎講習修了試験結果が当協会の定

める合格判定基準に達した者を基礎講習修了者とし、当協会理事長名による

可搬型階段昇降機安全指導員講習（基礎講習）修了証書を発行する。 

 

１０．個人情報の取扱いについて 

 （１）本講習申込者に関する個人情報は、受講承認に係る作業（受講の可否、 

   通知送付等）のみに使用します。 

 （２）本講習受講者に関する個人情報は、研修事業運営に係る作業（受講者 

   名簿の作成、資料の送付、履修状況管理、修了証書の交付等）及び統計 

   資料の作成等のみに使用します。 

 （３）これらの個人情報は、財団法人テクノエイド協会及び可搬型階段昇降

機安全推進連絡会が適切に管理し、上記以外の目的での使用や、本人の

了承なく第三者に提供することはありません。 
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【可搬型階段昇降機安全指導員資格認定条件について】 

 

（１）可搬型階段昇降機安全指導員の認定条件 

 

下記の全ての条件を満たした者に対し、財団法人テクノエイド協会が安

全指導員として認定する。（安全指導員の資格証を所持していないと、可搬

型階段昇降機の操作指導はできません。また、機種別講習を受講・修了し

た機種のみ操作指導が可能となります。） 

 

    ● 現在、福祉用具専門相談員として在宅で利用者に接し、選定・適合

業務（事務・消毒・搬出入のみの業務担当者を除く）に２年以上従事

していること 

● 車いすの取扱い並びに移乗介助が安全かつ適切に行えるレベルであ

ること※１ 

● 機種別講習を受講し、合格の判定を受けること 

● 基礎講習を受講し、修了試験に合格すること 

 

 

※ １ 車いすの取扱いや移乗介助が安全かつ適切に行えるレベルとは、ⅰ）財団法人テ

クノエイド協会が実施している「福祉用具プランナー研修」の修了者、ⅱ）社団法人

日本福祉用具供給協会が実施している「福祉用具選定士」の修了者、ⅲ）その他研修

等において、実習形式で車いすの取扱い及び移乗介助に関する指導を受けている者

（安全指導員講習基礎講習と同時に開催された予備講習受講者等）、ⅳ）その他の資

格（介護福祉士等）を所持し、上記に準ずるレベルを有する者を想定している。 

 

・その他上記に該当する主な研修・資格 

       リフトリーダー養成研修、介護実習・普及センター等が主催する実習形式の「車

いす」及び「移乗」関連の研修会等 

義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、訪問介護員

（2級以上）等資格 

 

     ・上記に該当しない主な研修・資格 

       福祉用具専門相談員指定講習会、福祉用具供給事業者研修会 

社会福祉士、福祉住環境コーディネーター 

 

 

（２）安全指導員資格証の交付    

 

前述の資格条件を満たし、安全指導員の資格認定を受けようとするもの

は財団法人テクノエイド協会へ資格証の交付申請を行ってください。 

申請を受け付けた財団法人テクノエイド協会は理事長名による安全指導

員資格証を交付いたします。 
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■ 資格証の交付申請方法 

下記の①～⑤全ての書類等を提出し、「財団法人テクノエイド協会」へ

認定事務手数料 2,000 円を納入すること 

 

① 資格認定申請書（当協会指定の様式） 

② 「可搬型階段昇降機安全推進連絡会」会員企業が交付する機種別講

習を修了した旨を証明する書類 

③ 財団法人テクノエイド協会が交付する基礎講習修了証書の写し 

④ 実務経歴証明書 

⑤ 『車いすの取扱い並びに移乗介助が安全かつ適切に行えるレベルで

あること』を証明する書類（該当する資格の取得証明書や研修の受講、

修了を証明する書類）の写し 

⑥ 安全指導員資格証用顔写真 

 
 
＜資格証交付申請方法の詳細については『可搬型階段昇降機安全指導員資格認

定の申請について』を参照＞ 
（当協会ＨＰ（http://www.techno-aids.or.jp/）『お知らせ』2009/10/28にて掲載） 
 
 
 
【問い合わせ先】 

  財団法人テクノエイド協会  普及部 矢部宏和／湯浅みさ 

  〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４階 
                    TEL：03-3266-6884  FAX：03-3266-6885 

          E-mail：yabe@techno-aids.or.jp 
 



本講習で行うもの 

【別紙１】 
 
図１ 『安全指導員講習の構成』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 『講習実施方式と安全指導員の役割』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙２】

講 義 内 容 等

受　　　　付 １０：００～１０：２０ 受講票を受付で提示してください

オリエンテーション １５分 １０：２０～１０：３５

一　　時　　限 ５０分 １０：３５～１１：２５
 可搬型階段昇降機安全指導員の
 役割と心構え

休　　　　憩 １０分 １１：２５～１１：３５

二　　時　　限 ３０分 １１：３５～１２：０５ 可搬型階段昇降機とは

三　　時　　限 ３０分 １２：０５～１２：３５ 適用範囲と条件

昼　　休　　み ６０分 １２：３５～１３：３５

四　　時　　限 ６０分 １３：３５～１４：３５ 貸与までの手順

休　　　　憩 １０分 １４：３５～１４：４５

五　　時　　限 ４０分 １４：４５～１５：２５ 階段昇降機と安全確保

休　　　　憩 １０分 １５：２５～１５：３５

修　了　試　験 ３０分 １５：３５～１６：０５

時 間

平成２２年度　可搬型階段昇降機安全指導員講習【基礎講習】
【東京会場　３月３日】



機種別講習の受講申込みをする 

（申込先：可搬型階段昇降機メーカー）

機種別講習を受講する 

基礎講習の受講申込をする 

（申込先：基礎講習実施機関） 

基礎講習を受講する 

合格の判定を受け、 

機種別講習を修了した旨を証明

する書類を受け取る 

合格の判定を受け、 

基礎講習修了証書を受け取る 

 

＜可搬型階段昇降機安全指導員資格取得の流れ＞ 

                                      （平成２１年１０月以降） 

 

 
可搬型階段昇降機安全指導員の資格取得の流れは以下のとおりとなります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

可搬型階段昇降機安全指導員資格認定申請を行う 

（申請先：財団法人テクノエイド協会） 

提出書類：①資格認定申請書 

       ②機種別講習を修了した旨を証明する書類の写し 

       ③基礎講習修了証書の写し 

       ④実務経歴証明書 

       ⑤「車いすの取り扱い並びに移乗介助が安全かつ適切に行えるレベルであること」を証明す

る書類 

       ⑥安全指導員資格証用顔写真 

 

費用：認定事務手数料として 2,000 円 

 

※申請方法の詳細については 

「可搬型階段昇降機安全指導員資格認定の申請について」をご参照ください 

（財団法人テクノエイド協会ＨＰ（http://www.techno-aids.or.jp/）『お知らせ』2009/10/28にて掲載）

可搬型階段昇降機安全指導員資格証受取 

※機種別講習、基礎講習の 

受講順序は問いません。 

各講習の費用等については実施機関へ 

お問い合わせください。 

財団法人テクノエイド協会 



平成２２年３月３日実施 

可搬型階段昇降機安全指導員講習 【東京会場】 

【基礎講習】 受 講 申 込 書 
 

平成   年   月   日

財団法人テクノエイド協会理事長 殿 

可搬型階段昇降機安全指導員講習（基礎講習）の受講を申込みます。 

申込者氏名等 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

性別   男  ・  女 

生年月日 

西暦    年  月  日 

〒   

住所 

ＴＥＬ       （       ）        ／ＦＡＸ       （       ）      

メールアドレス【必ず明確に記入して下さい/携帯のアドレスは無効です】 

                         

                         

勤 務 先 

名称 

〒 

住所 

ＴＥＬ      （      ）           ／ＦＡＸ      （      ）  

 

勤務先での 

業務内容 

従事期間 

 

・福祉用具に関連する主な業務内容 

 

 

 

・従事期間  （昭和・平成    年    月 ～ 現在） 

資料等送付先 【  自宅  ・  勤務先  】 ※いずれかに○印 

※先着順でのご案内となるため、期限より前であっても募集定員に達し次第締切となります。 

 

以下、該当するものに○をしてください。 

 

 【業種について】 

１．指定福祉用具貸与事業者  ２．指定福祉用具販売事業者  ３．福祉用具レンタル卸専業事業者 

４．福祉用具卸販売専業事業者  ５．その他（具体的に                                       ） 

 

【機種別講習について】 

１．既に機種別講習を修了している 

 （修了した機種名：                     ）（メーカー名：                        ） 

 

２． これから機種別講習を受講予定である 

  （受講予定機種名：                     ）（メーカー名：                        ） 

   

   ３．機種別講習を受講する予定はない 

 

 

※ 可搬型階段昇降機安全指導員の資格認定を受けるためには、基礎講習および、可搬型階段昇降機メー

カーの実施する機種別講習を修了する必要があります。 



　名称

　お申込者／ご担当者様氏名

　ＴＥＬ：（　　　　　　　）　　　　　　　－　　　　　　

　ＦＡＸ：（　　　　　　　）　　　　　　　－　

　お支払い方法

 ※どちらを希望されるか必ず選んでください

　ご請求先 ※お申込とご請求先の異なる場合のみご記入ください。

　ご住所：〒 　 　宛　名　：

重量 全国 離島・沖縄 購入代金 全国

500gまで 260円 260円 1万円まで 315円

5ｋｇまで 640円 1,580円 3万円まで 420円

10ｋｇまで 850円 1,850円 10万円まで 630円

20ｋｇまで 950円 1,900円 30万円まで 1,050円

500g以下は簡易包装とさせて頂きます。

代引き
手数料

梱包及び
送料（税込）

　　注）一冊のご注文の場合、銀行振込でのみのお取り扱いとさせていただき、
　　　　二冊以上の個人でのお申込みについては、代引きのでのお取扱いとさせていただきますのでご了承ください。

　〒　　　　－　　　　　

　ご住所

　（送付先）

可搬型階段昇降機安全指導員講習テキスト
購入申込書

　　　　　●可搬型階段昇降機安全指導員講習テキスト

　　　　　　　定価1,200円（税込）（梱包発送料金／別途）　　　　　　　　　　　　　冊　（Ｂ５／３１５ｇ）

２．代引き

※可搬型階段昇降機安全指導員講習（基礎講習会）を受講する方は、
　　必ず本テキストご購入の上、講習会場へご持参ください

●送料等の目安
　（１）送料及び代引き手数料の目安は、下記のとおりです。
　（２）振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。

　●ご請求書以外に必要な書類を選んでください。
　　（１.見積書　２.納品書）
　●書類発行に当たってのご連絡事項
　　○請求書等の日付（1.必要　２.不要）
　　○請求書等の日付（1.必要　２.不要）

　　（１.名称と同じ　２.      　　　　　　　　　　宛にしてください。）
　　○指定の請求書を送りますので記入のうえ返送してください。

　【書籍の内容に関する問い合わせ】

　財団法人テクノエイド協会　普及部
　TEL:03-3266-6884
　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸1-1　セントラルプラザ４Ｆ

　【注文・発送・請求に関する問い合わせ】

　株式会社サンワ
　TEL:03-3265-1816
　〒102-0072　東京都千代田区飯田橋2-11-8

　「個人情報の取り扱いについて」

　ご記入いただいた個人情報は、本書籍の購入申込に関する情報・連絡のた
めに利用させていただきます。ご本人の承諾なしに、上記目的以外に個人情
報を利用または第三者に提供することは致しません。ただし、弊社は注文・発
送・請求業務に関してのみ、個人情報の一部を株式会社サンワへ外部委託し

ております。

　　　　　　　　　　(財)テクノエイド協会　宛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX:03-3511-3366

１．銀行振込


